
保護者の皆様へ 

令和５年４月 上郡町学校給食センター 

学校給食は、子どもたちの心と体の健康のために、教育の一環として位置づけられています。1人分の給食の

量は、文部科学省から示されている学校給食摂取基準（１食あたりの栄養素量）および上郡町の児童生徒の体格

をもとに決定しています。 

★給食センターからのお便り 

・予定献立表   

献立名と栄養価、一口メモ、給食費の口座振替日等を掲載しています。ご家庭でも子どもたちとの話題に

していただけたらと思います。 

※おはしは各自持参です。スプーンが必要な日は「日にち」の横に○がついています。 

・食育だより  

季節の行事や栄養の話など「食」に関する情報を紹介しています。 

★学校給食費 

１月（１食）あたりの給食費…小学校：4,200円（250円） 中学校：4,500円（300円） 

   学校給食費の月額は、基準日数（小学校 184日、中学校 165日）に１食あたりの給食費を乗じた額を 11

ヶ月で割った金額です。その金額を 5月から 3月までの 11ヶ月で指定された口座から引落をさせていただ

きます。学校の行事や病気などにより給食日数と基準日数に差が生じた場合は、２月及び３月の徴収額を調

整して精算します。納め過ぎていた場合は、登録された口座に還付します。 

  ※条例の規定では、学校給食費は小学校 4,600 円（270円）、中学校 4,800 円（320 円）となっていますが、

当分の間、町からの補助により児童生徒の学校給食費については上記金額に引き下げます。 

★給食が食べられない場合の連絡 

病気、事故、その他の理由により欠席で給食を食べないときは学校に連絡してください。急な場合は欠食

日（給食費の精算対象）にはなりませんが、けが、病気又はその他の事由により給食が食べられない場合、

給食休止を連絡（「学校給食休止届」を提出してください）した翌日から数えて、休日を除く 3日目以降で、

5日以上連続した給食予定日が欠食日となり、徴収額を調整します。 

＜欠食日の例＞ 

給食予定日 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 

○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ 

給食休止の期間              

欠食日      ※ ※ ※ ※   ※  

  上記の場合、欠食日数は５日。 

★食物アレルギー対応 

給食センターでは、安全性を最優先に、下記のとおりアレルギー対応を実施しています。 

・アレルギー予定献立表（食品の原材料に含まれているアレルギー物質を表示）を配付します。 

注）面談の結果、給食センターが必要であると判断した場合のみ配付となります。 

  ・原因食物が含まれる一部の献立については、除去食及び代替食を提供します。 

・食物アレルギーを有する児童生徒の原因食物の使用をできるだけ控えます。 

例）代替品として、卵不使用のマヨネーズ、米粉フレーク（パン粉の代替）、米粉の麺を使用。 

そば、落花生(ﾋﾟｰﾅｯﾂ)は不使用。卵やごまの使用は月 1回程度。 

・デザートはすべての児童生徒が食べられるものをできるだけ提供します。 

※献立によっては、上記の例によらず、使用する場合がありますのであらかじめご了承ください。 

※給食センター内及び加工品等では、ｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝの可能性がありますのでご理解ください。 

ｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝとは…食品の製造過程で機械や器具から偶発的にアレルゲンが混入してしまうこと。 

学校への連絡・届出 



★急遽の献立変更 

食材調達状況や調理器具の故障などにより、急遽、使用食材や献立を変更する場合があります。変更に伴

い、使用予定食材が使用できなくなったり、献立表に記載のない食材を使用する場合がありますが、アレル

ギーの心配のない食材(米粉メンチカツなど)や調味料(しょう油、砂糖など)を使用しますので、ご理解の程

よろしくお願いいたします。 

 

★給食が提供できなくなった場合 

給食センターでは、被災したり調理機器の故障などにより、急遽、給食が提供できなくなった場合、各学

校に備蓄している非常食（救給カレー）を提供することとしています。しかし、復旧に時間を要する場合に

は、長期に渡り給食を提供できなくなる可能性があります。その場合、各家庭から弁当をご持参いただくこ

ととなりますので、予めご了承ください。 

 

問い合わせ先 上郡町学校給食センター 〒678-1232 赤穂郡上郡町竹万 2318 

  電話 0791-57-3633 FAX 0791-52-0399 e-mail kyusyoku@town.kamigori.lg.jp 


